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「栄養政策の充実強化」に関する要望
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誰一人取り残さない持続可能な社会の実現に向けて

日本栄養士会は、栄養の力で人々を健康に、幸せにするための活動を展開

全ライフステージの様々な栄養・食生活の課題の改善に管理栄養士・栄養士が関与

乳幼児期 学童期 思春期 成人期 高齢期妊娠(胎児期）

家庭 保育施設・就学(学校） 地域包括

個人の
ライフステージ

栄養
食生活
課題

・妊娠中の適切
でない体重増加
・低出生体重児

・小児肥満、偏食
・食物アレルギー
・医療的ケア児

・若い女性のやせ
・貧血

・メタボリックシンドローム
・肥満、高血圧
糖尿病、脂質異常症

・フレイル・認知症
・口腔機能低下
・低栄養
・生活習慣病の重症化

就労（職場）

・著しい社会環境の変化や人びとのニーズの多様化、複雑化を踏まえて、さらに
管理栄養士・栄養士が行う栄養関連事業の充実強化を図ることが必要

・人生100年時代を迎える中で、誰もが長く元気に活躍できる社会の実現を目指し
て、医療、保健、福祉など様々な領域の栄養課題を解決していくことが重要
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重 点 要 望 事 項
１ 管理栄養士・栄養士の更なる活躍に向けた卒後研修の推進（栄養士法の改正）

医療・福祉分野における栄養管理の推進

○患者が医療機関の選択を適切に行うために必要な情報として、医療法に基づく医療機能情報提供制度
において、「管理栄養士・栄養士」の医療職種として明確化

○令和6年度診療報酬、介護報酬、障害者サービス等報酬改定で、栄養重要性が評価

幅広い他分野との連携した栄養施策の推進

○健康日本21（第三次）における健康的で持続可能な食環境づくりを始め、様々な関係部署・関係
機関等と連携した栄養政策の推進

災害支援における栄養・食生活支援を担う体制の強化

○経済財政運営と改革の基本方針2024（令和６年６月21日閣議決定）で、災害派遣医療チームと
して日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）も加わる

○防災基本計画（令和６年６月28日中央防災会議決定）では、管理栄養士等による避難所におけ
る被災者の栄養・食支援について必要な措置を講じるよう努めることが具体的に明記

■卒後研修を通じ、生涯にわたり資質の向上を図ることについて、栄養士法に規定し

管理栄養士・栄養士の人材育成体制を位置づける

●管理栄養士・栄養士への期待が高まり、担うべき業務もより複雑・困難になる
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重 点 要 望 事 項2 日本の栄養政策の国際発信・国際貢献を含め、栄養政策の更なる充実強化に
向け、司令塔となる栄養指導室の組織強化（栄養指導室の省令室化）

■日本の栄養政策の中心を担っている厚生労働省において
栄養指導室を「省令室」に昇格させ、国際的にリーダーシップを
とるための組織体制の強化

国際的な栄養政策「東京栄養サミット2021 コミットメント」の実現

○東京栄養サミット2021の成果文書（東京宣言）の日本政府のコミットメントの項目である「誰一人取り
残さない日本の栄養政策」 を「国際的な栄養政策」として日本が世界に発信・支援
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日本国内においても「誰一人取り残さない持続可能な社会の実現」

○日本国内においても「誰一人取り残さない持続可能な社会の実現」に向けた栄養政策を着実に遂行

司令塔としてリーダーシップをとるための組織

○日本栄養士会をはじめとする多様な関係団体、関係機関等が連携し、栄養政策の更なる充実に向け
厚生労働省に司令塔としてリーダーシップをとるための組織が必要
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